
２ ⾷品ロスの削減に関する法制度・⽬標



⾷品の売れ残りや⾷べ残し、製造・加⼯・調理の過程に応じて⽣じた残さ等の
⾷品廃棄物等について、
①発⽣抑制と減量化による最終処分量の減少
②飼料や肥料等への利⽤、熱回収等の再⽣利⽤
についての基本⽅針を定め、⾷品関連事業者による取組を促進。

⾷品リサイクル法

循環型社会形成推進基本法
（基本的枠組み法） ①発⽣抑制（Reduce）

②再使⽤（Reuse）

③再⽣利⽤（Recycle）

④熱回収

⑤適正処分

︵
取
組
の
優
先
順
位
︶

循環型社会形成の推進

容器包装リサイクル法
家電リサイクル法
⾷品リサイクル法
建設リサイクル法
⾃動⾞リサイクル法
⼩型家電リサイクル法

⾷品リサイクル法の位置づけ
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⾷品リサイクル法の概要（平成12年法律第116号〔平成19年12⽉改正〕）

●⾷品循環資源の再⽣利⽤等の促進の基本的⽅向
●⾷品循環資源の再⽣利⽤等を実施すべき量に

関する⽬標 等

●主務⼤⾂による判断基準の提⽰（省令）
・再⽣利⽤等を⾏うに当たっての基準
・個々の事業者毎の取組⽬標の設定
・発⽣抑制の⽬標設定 等

○再⽣利⽤等の促進①

○主務⼤⾂による基本⽅針の策定
（令和元年７⽉）

●全ての⾷品関連事業者に対する指導、助⾔

○指導、勧告等の措置

・前年度の⾷品廃棄物等の発⽣量が100トン
以上の者に対する勧告・公表・命令・罰⾦
（取組が著しく不⼗分な場合）

●主務⼤⾂あてに⾷品廃棄物等発⽣量等の
定期報告義務
（発⽣量が年間100トン以上の者）

●事業者の再⽣利⽤等の円滑化
・「登録再⽣利⽤事業者制度」による

リサイクル業者の育成・確保
・「再⽣利⽤事業計画認定制度」による

優良事例（⾷品リサイクル・ループ）の形成

○再⽣利⽤等の促進②

※⾷品廃棄物等の発⽣を可能な限り抑制すること。

※⾷品廃棄物等の発⽣の抑制を実施するに当たって、
講ずるべき措置
・⾷品の製造・加⼯過程･･･原材料の使⽤の合理化
・⾷品の流通過程･･･⾷品の品質管理の⾼度化その他

配送及び保管の⽅法の改善
・⾷品の販売過程･･･⾷品の売れ残りを減少させるた

めの⼯夫
・⾷品の調理・⾷事の提供過程･･･調理⽅法の改善、

⾷べ残しを減少させるための⼯夫
等
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・「基本理念」に⾷品ロスの削減を明記し、事業系⾷品ロスの削減に関して、2000年度⽐で、
2030年度までに半減させる⽬標を設定。

・ ⾷品関連事業者は、⾷品廃棄物等の発⽣原単位が基準発⽣原単位以下になるよう努⼒。
・ 様々な関係者が連携して、サプライチェーン全体で⾷品ロス削減国⺠運動を展開。

⾷品循環資源の再⽣利⽤等の促進に関する基本⽅針(令和元年7⽉）

＜具体的な取組（⾷品関連事業者・消費者・地⽅公共団体・国が実施）＞
 納品期限の緩和などフードチェーン全体での商慣習の⾒直し
 賞味期限の延⻑と年⽉表⽰化
 ⾷品廃棄物等の継続的な計量
 ⾷べきり運動の推進
 ⾷中毒等の⾷品事故が発⽣するリスク等に関する合意を前提とした⾷べ残した料理を

持ち帰るための容器（ドギーバッグ）の導⼊
 フードバンク活動の積極的な活⽤
 ⾷品ロスの削減に向けた消費者とのコミュニケーション、普及啓発等の推進 等

 ⾷品リサイクル法の基本⽅針では、⾷品ロスの削減を含めて⾷品廃棄物等の発⽣抑制が優先
と位置づけ。その上で発⽣してしまったものについて、リサイクル等を推進。

⾷品リサイクル法基本⽅針における⾷品ロス削減の位置づけ
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事業系⾷品ロス削減に関する⽬標
【⽬標】 2000年度⽐（547万トン）で、2030年度までに半減させる（273万トン）

※⾷品リサイクル法の基本⽅針(2019年７⽉)、⾷品ロス削減推進法の基本⽅針(2020年３⽉）
において設定。

※起点となる2000年度は、⾷品リサイクル法成⽴の年度
【⽬標達成に向けた考え⽅】

異業種との協働による取組や消費者も⼀体となった更なる機運醸成や⾏動変⾰等、様々なステークホルダー
との連携が必須であり、これをなくして本⽬標の達成は難しい。

（参考）家庭系⾷品ロス
事業系と同様に、2000年度⽐で2030年度までに半減させる⽬標を設定
（※「第四次循環型社会形成推進基本計画」において設定（2018年６⽉））

事業系⾷品ロス量（万トン）

547

438
418

372
344 331 330 339

357 352
328 324

309
275 279 273

0

100

200

300

400

500

600

半減⽬標
（273万トン）

(年度）
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⾷品ロス量の推移と削減⽬標

 2030年度に、2000年度と⽐べ、家庭系⾷品ロス量、事業系⾷品ロス量いずれも半減できるよ
う取組を推進。

（農林⽔産省及び環境省 推計)（単位 万トン）
※端数処理により合計と内訳の計が⼀致しないことがあります。

20302021202020192018201720162015201420132000年度
216244247261276284291289282302433家庭系
273279275309324328352357339330547事業系
489523522570600612643646621632980合計

(▲44%)

(▲49%)

(▲47%)

（ )内の数字は、2000年度と⽐較した減少率

(/2000)

547

330 339 357 352 328 324 309 275 279 273

433

302 282 289 291 284 276 261
247 244 216

0
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800

900

1000

2000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 ・・・ 2030

⽬標632 621 646 643 612 600 570
522 523 489

年度

資料︓消費者庁「⾷品ロス削減関係参考資料」

■ 家庭系
■ 事業系

⾷
品

量
︵
万

︶

(▲50%)

(▲50%)

(▲50%)

(/2000)

980
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⾷品廃棄物等の基準発⽣原単位 (2019年度〜2023年度）

基準発⽣原単位業 種 区 分基準発⽣原単位業 種 区 分基準発⽣原単位業 種 区 分
175kg／百万円→

170kg／百万円
⾷堂・レストラン(麺類を
中⼼とするものに限る。)44.7kg/t⾷⽤油脂加⼯業113kg／百万円⾁加⼯品製造業

152kg／百万円→
114kg／百万円

⾷堂・レストラン(麺類を
中⼼とするものを除く。)

270kg／百万円→
192kg／百万円麺類製造業108kg／百万円⽜乳・乳製品製造業

152kg／百万円→
114kg／百万円居酒屋等2,560kg／百万円→

2,005kg／百万円⾖腐・油揚製造業501kg/tその他の畜産⾷料
品製造業

108kg／百万円→
83.3kg／百万円喫茶店363kg／百万円→

317kg／百万円冷凍調理⾷品製造業480kg／百万円⽔産⽸詰・瓶詰製造
業

108kg／百万円→
83.3kg／百万円ファーストフード店403kg／百万円→

211kg／百万円そう菜製造業227kg／百万円⽔産練製品製造業
108kg／百万円→

83.3kg／百万円その他の飲⾷店224kg／百万円→
177kg／百万円

すし・弁当・調理パン製造
業668kg／百万円野菜漬物製造業

184kg／百万円→
154kg／百万円

持ち帰り・配達飲⾷サー
ビス業（給⾷事業を除
く。）

429kg/t
421kg/kl

清涼飲料製造業(コー
ヒー、果汁など残さが出
るものに限る。)

191kg／百万円→
126kg／百万円味そ製造業

332kg/百万円（〜2019年度）→
278kg/百万円（2020年度〜）給⾷事業14.8kg／百万円⾷料・飲料卸売業（飲料

を中⼼とするものに限る。）895kg／百万円しょうゆ製造業

0.826kg／⼈結婚式場業65.6kg／百万円→
44.9kg／百万円各種⾷料品⼩売業59.8kg／t→

29.7kg／ｔソース製造業
0.777kg／⼈→

0.570kg／⼈旅館業40.0kg／百万円⾷⾁⼩売業（卵・⿃⾁を
除く）252kg/百万円⾷酢製造業

106kg／百万円→
76.1kg／百万円菓⼦・パン⼩売業194kg／百万円→

166kg／百万円パン製造業

44.1kg／百万円コンビニエンスストア249kg/百万円菓⼦製造業

・・2019年に新たに基準値を設定した業種区分 ・・2019年に基準値を下げた業種区分

〇 発⽣抑制の実施が著しく低い企業を底上げし、業種全体での発⽣抑制に取り組めるようにするため定める
こととされたもの。

〇 定期報告の対象業種である75業種のうち、これまで34の業種で基準発⽣原単位を設定。
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前⽂

•世界には栄養不⾜の状態にある⼈々が多数存在する中で、と
りわけ、⼤量の⾷料を輸⼊し、⾷料の多くを輸⼊に依存して
いる我が国として、真摯に取り組むべき課題であることを明
⽰

•⾷品ロスを削減していくための基本的な視点として、①国⺠
各層がそれぞれの⽴場において主体的にこの課題に取り組み、
社会全体として対応していくよう、⾷べ物を無駄にしない意
識の醸成とその定着を図っていくこと、②まだ⾷べることが
できる⾷品については、廃棄することなく、できるだけ⾷品
として活⽤するようにしていくことを明記

⾷品ロス削減⽉間（第９条）

⾷品ロスの削減に関する理解と関⼼を深めるため、⾷品ロス
削減⽉間（10⽉）を設ける

基本⽅針等（第 11 条〜第 13 条）

基本的施策（第 14 条〜第 19 条）
① 消費者、事業者等に対する教育・学習の振興､知識の普

及・啓発等
※必要量に応じた⾷品の販売・購⼊､販売・購⼊をした⾷
品を無駄にしないための取組等、消費者と 事業者との連
携協⼒による⾷品ロスの削減の重要性についての理解を
深めるための啓発を含む

② ⾷品関連事業者等の取組に対する⽀援
③ ⾷品ロスの削減に関し顕著な功績がある者に対する表彰
④ ⾷品ロスの実態調査、⾷品ロスの効果的な削減⽅法等に

関する調査研究
⑤ ⾷品ロスの削減についての先進的な取組等の情報の収

集・提供
⑥ フードバンク活動の⽀援、フードバンク活動のための⾷

品の提供等に伴って⽣ずる責任の在り⽅に 関する調査・
検討

⾷品ロス削減推進会議（第 20 条〜第 25 条）

内閣府に､関係⼤⾂及び有識者を構成員とし､基本⽅針の案
の作成等を⾏う⾷品ロス削減推進会議（会⻑︓内閣府特命
担当⼤⾂（消費者及び⾷品安全））を設置

公布⽇︓令和元年５⽉31⽇、施⾏⽇︓令和元年10⽉１⽇

※基本⽅針の閣議決定︓令和２年３⽉31⽇

• 政府は、⾷品ロスの削減の推進に関する基本⽅針を策定
（閣議決定）

• 都道府県・市町村は、基本⽅針を踏まえ、⾷品ロス削減推
進計画を策定

⾷品廃棄物の発⽣抑制等に関する施策における
⾷品ロスの削減の推進（第８条）

⾷品リサイクル法等に基づく⾷品廃棄物の発⽣抑制等に関する
施策の実施に当たっては、この法律の 趣旨・内容を踏まえ、⾷
品ロスの削減を適切に推進

⾷品ロス削減推進法の概要（令和元年法律第19号）
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○ 事業者の責務について（法第５条）
事業者は、その事業活動に関し、国⼜は地⽅公共団体が実施する⾷品ロスの削減に関する

施策に協⼒するよう努めるとともに、⾷品ロスの削減について積極的に取り組むよう努める
ものとする。

○関係者相互の連携及び協⼒（法第７条）
国、地⽅公共団体、事業者、消費者、⾷品ロスの削減に関する活動を⾏う団体その他の関

係者は、⾷品ロスの削減の総合的かつ効果的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協
⼒するよう努めなければならない。

○ 求められる⾏動と役割（基本⽅針）
【農林漁業者・⾷品関連事業者】
（例）
・⾃らの事業活動により発⽣している⾷品ロスを把握し、⾒直しを図る
・規格外や未利⽤の農林⽔産物の有効活⽤
・納品期限（３分の１ルール）の緩和、賞味期限表⽰の⼤括り化、賞味期限の延⻑
・季節商品の予約制等需要に応じた販売
・値引き・ポイント付与等による売り切り
・外⾷での⼩盛りメニュー等の導⼊、持ち帰りへの対応
・フードバンク活動とその役割を理解し、積極的に未利⽤⾷品の提供を⾏う
・⾷品ロス削減に向けた取組内容等の積極的な開⽰
・⾷品ロス削減の活動を⾏った上で発⽣する⾷品ロスについては、適切に再⽣利⽤を⾏う。

⾷品ロス削減推進法の事業者の責務／求められる⾏動と役割

21



⾷品ロス削減の推進に関する関係省庁の体制・取組

「⾷品ロスの削減の推進に関する法律」が成⽴したことを踏まえ、政府として、⾷品ロス削減
に関連する施策の⼀層の推進に向けて、⾷品ロス削減推進会議を設置・開催。
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